
修学旅行は高松へ！

修学旅行誘致促進事業助成金のご案内

本助成金をご利用いただき、ぜひ高松へお越しください！！

旅行会社の皆さまへ
お知らせです修学旅行は高松へ！

助成金の流れについては、裏面をご確認ください。

旅程に屋島山上の訪問が含まれるもの１台あたり

それ以外のもの

３５，０００円
２５，０００円

②高松市及び三木町内の当財団の賛助会員施設等に１泊以上の宿泊をするもの
③高松市内の入場等又は体験に要する料金（屋島山上への訪問においては駐車
　料金）を徴する観光地を１か所以上訪問・滞在するもの、又は、無料の工場
　見学等、高松市の魅力を発信することに資する施設等を訪問・滞在するもの。
　この場合、食事（うどんは除く）、休憩を目的として、立ち寄った施設は対象
　としない。
④小学校、中学校、高等学校の学校行事の一環であるもの

⑤構成人数が１５名以上（ガイド・ドライバー除く）であるもの。ただし、
　１校につき１０台までとする。
⑥次のいずれにも該当しないもの
　●旅行目的が、高松市への教育及び観光目的でないもの
　　（宗教、政治、興行、第３号に該当しない学校行事、視察、大会等への参加
　　を目的とするもの、並びに公序良俗に反する内容と判断される時）
　●その他、理事長が不適当と認めるもの

令和２年１０月１日から令和３年３月３１日出発分まで

助成額

対象条件

対象期間

①出発地が香川県外であるもの



修学旅行誘致促進事業助成金修学旅行誘致促進事業助成金

うどん学校

屋島

屋島山上水族館

栗林公園

（公財）高松観光コンベンション・ビューロー観光振興部
【受付時間】平日 9：00 ～ 17：00　【E-mail】kanko@takamatsu.or.jp
【TEL】０８７－８２２－７０６０　【FAX】０８７－８２２－７０６２

お問合せ先

【HP】   https://takamatsu.or.jp/

　　助成金交付の流れ

※第１号から第５号までの関係書類は、当財団のホームページで
　ご確認いただけます。
※各書類は原本の御郵送が必要ですが、まずはファックスやメール
　をお送りいただき、内容の確認をさせていただきますと、手続き
　がスムーズです。


